
通所介護における外出サービスについて  平成 25年 2 月 22 日 介護保険課 1 概要 通所介護事業では，事業所内でサービスを提供することが原則ですが，次に掲げる条件を満たす場合においては，事業所の屋外でサービスを提供することができます。 イ) あらかじめ通所介護計画に位置づけられていること ロ) 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。(H12 老企 25号 第 3の六 3(2))   外出サービスを実施する場合には，次のことに留意してください。  2 要件及び県の解釈 要件 県の解釈 ○必要とされる書類  「通所介護計画書」 《記載内容》以下の内容が含まれること。 イ) あらかじめ通所介護計画に位置づけられていること ロ) 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。  
○利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて機能訓練の目標，当該目標を達成するために必要とされる屋外でのサービスの内容を記載した通所介護計画を利用者ごとに作成していること。(年間計画は必須ではない) ○計画上，屋外でのサービスの必要性や外出先としてなぜその場所でなければならないのか，どのような効果が期待できるか等について，事業所において，具体的かつ合理的に説明できるようにしておくこと。 ○外出サービスの際の注意 (1) 送迎車両で利用者の自宅からの直行直帰は不可。 (2) 事業所で利用者の健康状態を確認した上で，外出の可否を判断 (3) 日帰り旅行，通常の利用者以外を対象とする行事等は保険外サービスとする。 
○通所介護の送迎は自家用輸送とされているため，送迎車両で事業所と居宅以外の送迎を行う場合は，道路運送法に抵触しないかの確認を運輸局に行うこと。  ○事業所で健康状態を確認のうえ，外出の可否を判断すること。  ○ 外出サービスのみを実施する場合(日帰り旅行)や，機能訓練等と関係のない「行事」としての外出，通常の利用者以外も対象とする外出は，原則として，保険外サービスとすること。 ○ 事業者が保険対象と考える「日帰り旅行」がある場合は，保険者に個別に協議を行い，協議の内容を記録として残しておくこと。 ○ 事業所外で賠償すべき事故が発生した場合に，損害賠償を速やかに行うことができるよう，損害賠償保険への加入条件等を確認しておくこと。  ○ 人員配置 単位ごとに人員基準を満たすこと。 ○ 外出した高齢者を担当する職員と居残った高齢者を担当する職員をあわせて人員基準を満たすこととしてよい。 ○ ただし，人員が手薄になり，外出先で目が届かないなどで利用者の安全確保に支障がないよう十分留意すること。   

 


